
 

 

横浜市職員退職者優待証 
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横浜市職員厚生会 
〒231-8315 横浜市中区本町 6-50-1 横浜アイランドタワー17 階 

TEL：045-671-3365 

FAX：045-664-9192 

E メール：koseikai@city.yokohama.lg.jp 



退職者の皆様へ 

 

 職員厚生会では、市に永年勤務された皆様方の退職後の生活に役立てていただくため、

「横浜市職員退職者優待証」を発行しています。 

 「横浜市職員退職者優待証」を提示しますと、「ご利用のしおり」掲載の割引契約店が

ご利用いただけます。 

 ひとりでも多くの皆様に、この「しおり」をご活用願えれば幸いと存じます。 

 

 

［お願い］ 

 この「しおり」は、令和６年４月現在の資料に基づいて作成いたしましたので、記載内

容が変更される場合があります。 

 ご利用に際しては、職員厚生会又は割引契約店へご確認ください。 

  

  



退職者優待制度 

 

１ 退職者優待証交付対象者 

（１）職員として、在会期間が継続20年以上の退職者 

（２）職員として職員厚生会の在会期間と本市の他の厚生団体の在会期間を通算して20年を超える退職者 

（３）嘱託員・会計年度任用職員等として、在会期間が継続20年以上の退職者（所属が変更になっている

方は、履歴を確認させていただく場合があります。） 

対象者の方には、ご本人から申請いただければ退職者優待証を交付いたします。 

 

２ 優待対象者 

割引契約店を利用できる方は、退職者優待証の交付を受けた本人とその配偶者です。 

（本人・配偶者以外の者に貸与、譲渡することはできません。） 

 

3 優待内容 

割引契約店での割引購入等が利用できます。 

詳しくは、割引契約店一覧をご覧ください。 

 

4 退職者優待証の再交付 

退職者優待証を紛失、又は著しく破損等した場合は、再交付いたしますので、職員厚生会へご連絡くださ

い。 

  



職員厚生会割引契約店 

 

割引契約店ご利用について 

 厚生会では、退職者優待証の交付を受けた本人とその配偶者が各種施設を割引価格で利用できたり、各店

舗で割引価格の商品を購入したり、各種サービスを受けられるように、割引契約を締結しています。 

 

ご利用方法 

 施設の窓口や店頭等で退職者優待証を提示しますと、契約に基づく優待が受けられます。 

＊デパート、家電量販店でのお買物の際は、優待券又は専用カードの発行が必要になりますので、各店

の利用方法をご参照ください。 

＊住宅販売等をご利用の際、厚生会が発行する紹介カードの提出や、専用サイトからの申込を条件とす

る場合があります。店舗により対応が異なりますので、各店の利用方法をご参照いただき、お出かけ

前に各店舗にお問合せください。 

＊紹介カードの発行を希望する場合は、『優待証番号』・『退職者のお名前』・『希望不動産会社』・

『購入又は売却のどちらか』・『希望する物件名（戸建ての場合は「戸建て+物件所在の市区名」）』

を、割引契約店担当までＥメールでご連絡ください。紹介カードの発行と併せて、お教えいただいた

情報を、紹介カード発行先の事業者に連携させていただきます。 

Ｅメール : so-kouseiji@city.yokohama.lg.jp 

 （件名は「【割引契約店】紹介カード発行依頼」としてください。） 

＊紹介カードは、発行まで数日～1 週間程度かかりますので、余裕をもってお申込みください。 

 

ご利用上の注意 

①個々の商品の品質やサービスの内容について、厚生会が保証するものではありません。ご契約の際は、

契約内容をよくご確認の上でご利用ください。 

②物品購入やサービス、工事等の個々の契約は、会員個人の自己責任で締結してください。不良品、トラ

ブル、契約違反等が生じても厚生会は一切関係しません。 

③特に住宅補修・建築工事などは、ご自分のご希望を明確に伝えるとともに、現場見積りを行い、複数社

検討するなど、ご利用にあたって注意が必要です。 

※配偶者は、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含みます。 

※割引契約店によっては、優待の対象が本人のみの場合もあります。 

※葬儀店の場合は、退職者優待証所有者とその配偶者の葬儀が対象となります。 

※各店舗の住所、営業時間等は各店舗への問合せ先又はホームページでご確認ください。 

 



分類名

店舗によって優待内容が異なります（上記店舗以外対象外）。他サービスとの併用不可。

デ

パ
ー

ト

家

電

量

販

店

デ

パ
ー

ト

菓

子

文

房

具

婦

人

・

紳

士

用

品

印

章

メ

ガ

ネ

メ

ガ

ネ

メ

ガ

ネ



分類名

メ

ガ

ネ

メ

ガ

ネ

メ

ガ

ネ

・

補

聴

器

家

具

・

イ

ン

テ

リ

ア

貴

金

属

リ

フ
ォ

ー

ム

家

具

・

イ

ン

テ

リ

ア

リ

フ
ォ

ー

ム

リ

フ
ォ

ー

ム

リ

フ
ォ

ー

ム



分類名

✉

建

築

一

式

建

築

一

式

建

築

一

式

建

築

一

式

リ

フ
ォ

ー

ム

リ

フ
ォ

ー

ム

リ

フ
ォ

ー

ム

リ

フ
ォ

ー

ム

リ

フ
ォ

ー

ム

リ

フ
ォ

ー

ム



分類名

建

築

一

式

建

築

一

式

建

築

一

式

建

築

一

式

住

宅

販

売

建

築

一

式

建

築

一

式

建

築

一

式

住

宅

販

売

住

宅

販

売

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード



分類名

✉

✉

✉

✉

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

✉

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード



分類名

✉

✉

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

住

宅

販

売

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード

紹介カード紹介カード

紹介カード

紹介カード



分類名

住

宅

賃

貸

造

園

・

外

構

✉

住

宅

販

売

・

賃

貸

住

宅

販

売

・

賃

貸

自

動

車

関

連

レ

ン

タ

カ
ー

レ

ン

タ

カ
ー

引

越

神

仏

具

・

墓

石

相

続

・

マ

ネ
ー

相

談

紹介カード紹介カード

紹介カード



分類名

神

仏

具

・

墓

石

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店



分類名

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店



分類名

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

店

葬

儀

・

遺

品

整

理

・

相

続

旅

行

代

理

店

旅

行

代

理

店

旅

行

代

理

店

旅

行

代

理

店

旅

行

代

理

店

旅

行

代

理

店



分類名

旅

行

代

理

店

📨

旅

行

代

理

店

旅

行

代

理

店

宿

泊

施

設

遊

園

地

釣

り

・

船

舶

自

動

車

教

習

所



団体扱自動車保険 

 
退職者優待証をお持ちの方は、退職後も新規で団体扱自動車保険に加入することができます。 

お手続の際は、保険会社に退職者優待証をご提示ください。 

 

利用対象者 退職者優待証所有者  

保険料支払方法等  ・口座振替による年額一括払い（毎月払いは割引対象外です） 

・口座振替日は毎月27 日 

・通帳記帳：「コウセイカイホ」又は「NS コウセイカイ」 

 

団体扱自動車保険の加入申込及び資料請求等をご希望の方は、下記連絡先にご連絡ください。 

また、FAX をご希望の方は、次ページの自動車保険 FAX 連絡票を印刷し損害保険会社に FAX してください。 

三井住友海上火災保険(株) 

神奈川支店 横浜第二支社 
☏ 045-274-8916 FAX 045-641-2158 

西区高島 1-2-5 横濱ｹﾞｰﾄﾀﾜｰ 21F 

東京海上日動火災保険(株) 

横浜中央支店 金融公務課 
☏ 0120-557-145 FAX 050-3385-6438 

西区みなとみらい 3-6-4 MM ﾋﾞｼﾞﾈｽｽｸｴｱ 6F 

損害保険ジャパン(株) 

横浜支店 営業第 1課 
☏ 045-661-2713 FAX 045-201-7252 

中区弁天通 5-70 損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ横浜馬車道ﾋﾞﾙ 5F 

あいおいニッセイ同和損害保険(株) 

横浜支店企業営業課 
☏ 050-3460-1444 FAX 045-211-1501 

中区本町 5-48 あいおいﾆｯｾｲ同和損保横浜ﾋﾞﾙ 4F 

日新火災海上保険(株) 

横浜サービス支店 

☏ 045-633-5291 FAX 045-633-5292 

中区弁天通 5-72 日新火災横浜ビル 4F 

ＡＩＧ損害保険(株) 

横浜支店 営業第 1課 
☏ 045-277-3140 FAX 045-476-8179 

港北区新横浜 2-4-19 富士火災横浜ﾋﾞﾙ 2F 

 

自動車大口団体割引 30％ 

団体割引後、年一括払割引 ５％ も適用 
（令和 6年 2月 1日～令和 7年 1月 31日までに保険期間が開始する契約に適用） 

※厚生会の自動車保険団体扱割引率は、加入者の前年の事故保険金支払額によって変動します。 

 

ディーラー等保険代理店で扱っている自動車保険でも、大口割引が適用される場合があります。

「横浜市職員厚生会の会員」とお申し出ください。 



〈横浜市職員厚生会団体扱自動車保険ＦＡＸ連絡票〉

　必要事項をご記入のうえ、該当する損害保険会社にＦＡＸをお願いします。（郵送も可）
　追って、当該損害保険会社指定の取扱代理店より連絡をいたします。
　なお、この連絡票は大事な資料となりますので、支障のない範囲で詳細にご記入願います。
（ご希望の□欄にチェックをご記入ください。）

１　	現在個人扱で加入しているが、次回の更新から団体扱に移行したい。

　　	現在加入の自動車保険の満期日　　令和　　　年　　　月　　　日	
（満期日を記入していただきますと、取扱代理店から連絡をいたします。）
※可能でしたら、車検証及び現在加入の自動車保険証券コピーも併せて FAXしてください。

	□ 必要な手続について説明に来てほしい。	
□ 加入手続をとりたいので来てほしい。	
□ その他ご質問・ご要望等、連絡事項がありましたらご記入ください。

２　貴社自動車保険について

	□ 詳しい資料を送ってほしい。 □ 説明に来てほしい。	
□ 保険料を見積もってほしい。	
□ その他ご質問・ご要望等、連絡事項がありましたらご記入ください。

所属部署以外に資料送付等（連絡、説明、申込手続）を希望される場合は、下記にご記入ください。

所

属

区・局 課・所

住　所 電　話　　　　（　　　）

職員番号 お名前

連 絡 可 能 な 時 間 帯

ご住所 電　話　　　　（　　　）

連 絡 可 能 な 時 間 帯

※土日祝日及び17時以降を希望される場合は、平日日中の連絡先も記入してください。

※土日祝日及び17時以降を希望される場合は、平日日中の連絡先も記入してください。
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